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○
文
部
科
学
省
令
第
三
十
七
号

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
号
）
及
び
著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（

平
成
三
十
年
第
三
百
六
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
第
一
条
の
四

第
三
号
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ニ
、
第
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
三
号
並
び
に
第
五
十
七
条
の
十
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
並
び
に
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
著
作
権
法
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
八
日

文
部
科
学
大
臣

柴
山

昌
彦

著
作
権
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

著
作
権
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
二
章
の
二

国
立
国
会
図
書

目
次
中
「
第
三
章

聴
覚
障
害
者
等
用
複
製
物
の
貸
出
し
の
基
準
（
第
二
条
の
二
）
」
を

第
三
章

視
覚
障
害
者
等
の
た

第
三
章
の
二

聴
覚
障
害
者
等
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館
と
外
国
の
施
設
と
の
間
の
協
定
で
定
め
る
事
項
（
第
二
条
の
二
）

め
に
情
報
を
提
供
す
る
事
業
を
行
う
法
人
の
公
表
事
項
等
（
第
二
条
の
三
・
第
二
条
の
四
）

に
、
「
受
信
者
か
ら
の
求
め
に

用
複
製
物
の
貸
出
し
の
基
準
（
第
二
条
の
五
）

」

応
じ
自
動
的
に
行
う
送
信
以
外
の
特
定
送
信
（
第
四
条
の
三
）
」
を
「
削
除
」
に
、
「
送
信
可
能
化
さ
れ
た
情
報
の
収
集
を
禁

止
す
る
措
置
の
方
法
（
第
四
条
の
四
）
」
を
「
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
及
び
そ
の
結
果
の
提
供
等
を
適
正
に
行
う
た
め

に
必
要
な
措
置
（
第
四
条
の
四
・
第
四
条
の
五
）
」
に
、
「
第
十
章

私
的
録
音
録
画
補
償
金
の
額
の
認
可
申
請
等
（
第
二
十

「
第
十
章

私
的
録
音
録
画
補
償
金
の
額
の
認
可
申
請
等
（
第
二
十
二
条
の
二
・
第
二

二
条
の
二
・
第
二
十
二
条
の
三
）
」
を

第
十
章
の
二

授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
認
可
申
請
等
（
第
二
十
二
条
の

十
二
条
の
三
）

に
改
め
る
。

四
・
第
二
十
二
条
の
五
）
」

第
二
条
第
二
項
中
「
官
報
で
告
示
す
る
」
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と

す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
章
中
第
二
条
の
二
を
第
二
条
の
五
と
し
、
同
章
を
第
三
章
の
二
と
す
る
。
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第
二
章
の
次
に
次
の
二
章
を
加
え
る
。

第
二
章
の
二

国
立
国
会
図
書
館
と
外
国
の
施
設
と
の
間
の
協
定
で
定
め
る
事
項

第
二
条
の
二

令
第
一
条
の
四
第
三
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
三
十
一
条
第
三
項
前
段
（
法
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
送
信
さ
れ
る
絶
版
等
資
料
に
係
る
著
作
物
等
（
法
第
二
条
第

一
項
第
二
十
号
に
規
定
す
る
著
作
物
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に

関
す
る
事
項

二

法
第
三
十
一
条
第
三
項
前
段
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
送
信
さ
れ
る
絶
版
等
資
料
に
係
る
著
作
物
等
の
種
類

及
び
当
該
自
動
公
衆
送
信
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三

協
定
の
変
更
又
は
廃
止
を
行
う
場
合
の
条
件
に
関
す
る
事
項

第
三
章

視
覚
障
害
者
等
の
た
め
に
情
報
を
提
供
す
る
事
業
を
行
う
法
人
の
公
表
事
項
等

（
公
表
事
項
）

第
二
条
の
三

令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一

視
覚
障
害
者
等
の
た
め
に
情
報
を
提
供
す
る
事
業
の
内
容
（
法
第
三
十
七
条
第
三
項
（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第

三
項
並
び
に
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
複
製
又
は
公
衆
送
信
を
行
う
著
作

物
等
の
種
類
及
び
当
該
複
製
又
は
公
衆
送
信
の
態
様
を
含
む
。
）

二

令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
旨

（
公
表
方
法
）

第
二
条
の
四

令
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
第
七
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
七
条
の
三
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
八
十
六
条
第

一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
二
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
場
合
に
お
い
て
」
を
「
場
合
に
あ
つ
て
は
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
に
お
い
て
」
を
「
に
あ
つ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
の
二
第
二
号
イ
」
を
「
第
七
条
の
三
第
二
号
イ
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
八
十
六
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
二
条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
場
合
に
お
い
て
」
を
「

場
合
に
あ
つ
て
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
七
条
の
二
第
二
号
ロ
」
を
「
第
七
条
の
三
第
二
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
に
お
い
て
」
を
「
に
あ
つ
て
は
」
に
改
め
る
。
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第
六
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
章

削
除

第
四
条
の
三

削
除

「
第
七
章

送
信
可
能
化
さ
れ
た
情
報
の
収
集
を
禁
止
す
る
措
置
の
方
法
」
を
「
第
七
章

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

及
び
そ
の
結
果
の
提
供
等
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
措
置
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
四
に
見
出
し
と
し
て
「
（
送
信
元
識
別
符
号
検
索
結
果
提
供
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
措
置
）
」
を
付
し
、

同
条
中
「
第
七
条
の
五
第
二
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
方
法
」
を
「
第
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ロ
の
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
措
置
」
に
、
「
を
、
法
第
四
十
七
条
の
六
（
法
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
者
に
よ
る
」
を
「
が
送
信
元
識
別
符
号
検
索
結
果
提
供
を
目
的
と
す

る
」
に
、
「
行
う
方
法
」
を
「
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
行
為
に
係
る
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
い
こ
と
」
に
改

め
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
法
第
四
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
者
に
よ
る
」
を
「
送
信
元
識
別
符
号
検
索
結
果
提
供
を
目
的
と
す

る
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
法
第
四
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
者
に
よ
る
」
を
「
送
信
元
識
別
符
号
検
索
結
果
提
供
を
目
的
と

す
る
情
報
の
収
集
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
法
第
四
十
七
条
の
六
に
規
定
す
る
者
に
よ
る
」
を
「
送
信
元
識
別



6

符
号
検
索
結
果
提
供
を
目
的
と
す
る
」
に
改
め
、
第
七
章
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
著
作
物
等
の
利
用
を
適
正
に
行
う
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
四
条
の
五

令
第
七
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
措
置
は
、
業
と
し
て
法
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項

（
法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
一
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

一

当
該
行
為
に
係
る
著
作
物
等
の
利
用
が
法
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
な
る
よ
う

、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
要
件
の
解
釈
を
記
載
し
た
書
類
の
閲
覧
、
学
識
経
験
者
に
対
す
る
相
談
そ
の
他
の
必
要
な
取
組
を

行
う
こ
と
。

二

当
該
行
為
に
関
す
る
問
合
せ
を
受
け
る
た
め
の
連
絡
先
そ
の
他
の
情
報
を
、
当
該
行
為
の
態
様
に
応
じ
合
理
的
と
認
め

ら
れ
る
方
法
及
び
程
度
に
よ
り
明
示
す
る
こ
と
。

第
十
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
十
章
の
二

授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
認
可
申
請
等

（
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
認
可
の
申
請
）
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第
二
十
二
条
の
四

法
第
百
四
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
団
体
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
管
理
団
体
」

と
い
う
。
）
は
、
法
第
百
四
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
（
法
第
百
四
条
の
十
一
第
一
項

の
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
の
設
定
又
は
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
文
化
庁
長
官

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
管
理
団
体
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二

設
定
又
は
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事

項
三

法
第
百
四
条
の
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
教
育
機
関
を
設
置
す
る
者
の
団
体
か
ら
の
意
見
聴
取
の
概
要
（
当
該
団
体

の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
、
当
該
意
見
聴
取
の
年
月
日
及
び
方
法
、
当
該
団
体
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
内
容
並
び
に
当

該
意
見
聴
取
の
結
果
の
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
へ
の
反
映
状
況
を
含
む
。
）

（
補
償
金
関
係
業
務
に
係
る
業
務
規
程
の
記
載
事
項
等
）

第
二
十
二
条
の
五

令
第
五
十
七
条
の
十
第
二
項
の
業
務
規
程
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
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る
。

一

授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
を
受
け
る
権
利
を
行
使
す
る
業
務
に
要
す
る
手
数
料
（
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
手
数

料
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項

二

文
化
庁
長
官
の
認
可
を
受
け
た
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
項
の
公
示
に

関
す
る
事
項

２

法
第
百
四
条
の
十
四
第
二
項
の
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
分
配
に
関
す
る
事
項
に
は
、
当
該
分
配
の
方
法
の
詳
細
（

著
作
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
の
不
明
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
著
作

権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
と
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
分
配
の
方
法
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
決
定
の
基
礎

と
な
る
べ
き
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

指
定
管
理
団
体
は
、
法
第
百
四
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
規
程
を
届
け
出
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
類
（
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
類
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

手
数
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
項
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二

法
第
百
四
条
の
十
二
第
四
号
の
補
償
金
関
係
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

三

法
第
百
四
条
の
十
五
第
一
項
の
事
業
の
検
討
の
状
況
及
び
令
第
五
十
七
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
る
学
識
経
験
者
か
ら
の

意
見
聴
取
の
方
法
に
関
す
る
事
項

第
二
十
四
条
第
一
号
中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
第
百
四
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
」
に
改
め
、
「
書
類
」
の
下
に
「
並
び
に

第
二
十
二
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
中
「
及
び
令
第
五
十
七

条
の
九
」
を
「
、
第
五
十
七
条
の
九
及
び
第
五
十
七
条
の
十
五
」
に
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
令
第
四
十
九
条
第
二
項
」
に
改

め
、
同
条
第
七
号
中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
第
五
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
の
規
定
」
を

「
及
び
第
二
十
二
条
の
四
の
規
定
」
に
改
め
、
「
書
類
」
の
下
に
「
並
び
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
十
章

私
的
録
音
録
画

「
第
十
章

私
的
録
音
録
画
補
償
金
の
額
の

補
償
金
の
額
の
認
可
申
請
等
（
第
二
十
二
条
の
二
・
第
二
十
二
条
の
三
）
」
を
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第
十
章
の
二

授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償

認
可
申
請
等
（
第
二
十
二
条
の
二
・
第
二
十
二
条
の
三
）

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
章
の
次
に
一
章

金
の
額
の
認
可
申
請
等
（
第
二
十
二
条
の
四
・
第
二
十
二
条
の
五
）
」

を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
二
十
四
条
の
改
正
規
定
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
法

」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
法
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
著
作
権
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う

。
）
第
四
十
七
条
の
六
（
旧
法
第
八
十
六
条
第
三
項
及
び
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
著
作
物
（
旧
法
第
百
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
実
演
、
レ
コ
ー
ド
、
放
送
又
は
有
線
放

送
）
を
利
用
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
著
作
権
法
施
行
規
則
第
四
条
の
四
の
規
定
は
、
改
正

法
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。


